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避難行動要支援者の避難支援体制について 

 

災害要配慮者支援担当課 

危 機 管 理 課 

 

１ 福祉避難所開設・運営体制の整備について 

（１）区の取組内容 

  ア 福祉避難所整備方針の策定 

  イ 資機材・備蓄品の確認 

  ウ 要支援者の受入、受援体制及び環境整備 

  エ 災害後の生活再建支援等の検討 

（２）協定の締結 

 ア 趣旨 

福祉避難所の開設・運営にあたり、被災地の支援を行う看護師で構成さ 

れる区内の NPO 法人と協定を締結し、区が指定する福祉避難所の開設及 

び運営の補助等の協力を求めるもの。今年度は、本協定に基づき、避難支 

援体制を構築するため訓練を実施する。 

イ 協定概要案について（別紙のとおり） 

（仮称）福祉避難所開設・運営協力協定 

事業者 

NPO 法人 Hand Over Japan 

被災地の復興支援や地域の課題解決に取組み、持続可能な社

会の実現を目指す看護師で構成された区内の法人 

内 容 
① 平時に協力を求める事項(福祉避難所開設訓練、打合せ等) 

② 災害時に協力を求める事項（福祉避難所運営補助等） 

時 期 令和７年 10 月（予定） 

  ウ 協定に基づく福祉避難所開設図上訓練 

   ① 日 時：令和８年２月 

   ② 参 加 者：福祉部職員、上記事業者 約 10 名 

   ③ 目  的：福祉避難所開設の課題抽出と対策の検討 

   ④ 実施内容：福祉避難所開設から避難者受入までの図上訓練 

 

２ 令和７年度福祉部で実施する水害対応訓練について 

（１）災対福祉部による訓練 

  ア 災対福祉部による水害時福祉避難所対応防災訓練 

   ① 日 時：令和７年８月 27 日（水） 

   ② 参 加 者：福祉部職員 約 130 名 

   ③ 目  的：災対福祉部職員の理解促進と対応力強化 

   ④ 実施内容：区の水害想定等の講義及び状況付与に基づく情報連絡 

訓練（グループワーク） 
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イ 災対福祉部図上訓練（災対本部訓練と連携実施） 

   ① 日 時：令和７年 11 月 30 日（日） 

   ② 参 加 者：福祉部職員、施設職員(仮) 約 50 名 

   ③ 目  的：災対本部と連携した福祉避難所との情報連携の強化 

   ④ 実施内容：福祉避難所（協定締結施設）開設を想定した情報連絡訓練 

を、災対本部図上訓練のシナリオに沿って実施 

（２）介護タクシー事業者との協定に基づく訓練 

  ア 避難行動要支援者移送図上訓練 

   ① 日 時：令和７年９月（予定） 

   ② 参 加 者：福祉部職員、介護タクシー事業者 約 10 名 

   ③ 目  的：避難行動要支援者のうち自力避難が困難などの理由から 

緊急輸送が必要な方の緊急輸送事前シミュレーションに 

よる緊急時の効果的な移送方法の確立 

   ④ 実施内容：対象者（約 50 名）の図上による緊急輸送訓練 

  イ 避難行動要支援者移送実地訓練 

   ① 日 時：令和７年 10 月（予定） 

   ② 参 加 者：福祉部職員、介護タクシー事業者、モデル実施地区の対 

          象者 約 15 名 

   ③ 目  的：緊急輸送の依頼から福祉避難所の開設及び受入までの課 

題抽出 

   ④ 実施内容：避難行動要支援者のうち自力避難が困難などの理由から 

緊急輸送が必要な方３名を実際に移送 

 



葛飾区 Hand Over Japan
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別紙協定概要（案）

あ資機材・備蓄品確認
（品目や移送方法など）

あ福祉避難所開設・運営方法の検討

職員参集

情報収集

＜生活再建支援＞
・アセスメント
・他施設入所調整
・在宅サービス調整など

＜要支援者のケア体制の整備＞

＜受援体制の整備＞
・物品等受入
・団体/人員受入

＜生活再建相談＞
・要望等聴取
・関係機関調整

＜環境整備＞
・生活ルール周知
・避難者との共同運営
・情報収集/公開

福祉避難所開設

＜要支援者受入＞
・避難者誘導
・スクリーニング

訓練２-⑴-イ

訓練２-⑴-ア

災対福祉部設置

◎助言

◎訓練参加

◎福祉避難所参集

◎福祉避難所開設補助

◎福祉避難所運営補助

◎要支援者のケア

◎受援体制の整備補助
・介護人員受援/配置 など

◎生活再建補助
・他施設入所調整
・在宅サービス調整 など

参集依頼

あ訓練実施

[ Hand Over Japan とは... ]
被災地の復興支援や地域の課題解決に取り組む看護師で構成されたNPO法人である。
能登半島地震・豪雨災害では、災害支援活動として、個別相談、家屋清掃等を実施している。
その他の活動実績としては、港区防災アドバイザー（２０２２年〜）、内閣府避難生活支援コーディネー

ター（２０２４年〜）、その他防災に関する講師、⾃治体の防災訓練支援などがある。

所在地：葛飾区⻲有2-55-1 スタッフ数：10名
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葛飾区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について 

 

危機管理課 

 

１ 経緯 

  平成 25 年４月に新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」とい

う。）が施行されたことに伴い、新型インフルエンザ等の感染症が発生した場合

に、区民の生命及び健康を保護し、区民生活及び経済に及ぼす影響が最小となる

ようにすることを目的に、特措法第８条に基づき、「葛飾区新型インフルエンザ

等対策行動計画（以下「区行動計画」という。）」を策定した。 

  その後、令和２年初頭から国内外でまん延した新型コロナウイルス対応の中で

得られた知見や経験を活かし、次の感染症の流行に備えるため、令和６年から７

年にかけて、国・都それぞれの新型インフルエンザ等対策行動計画について、策

定以来初となる抜本改定を行った。ついては、国・都の行動計画と整合性を図る

ため、区行動計画の改定を行うもの 

 

２ 改定の方向性 

  特措法に基づき、「東京都新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「都行動

計画」という。）」と整合性を図る必要があることから、基本的に都行動計画の改

定方針に沿って、区行動計画の改定を進める。 

都行動計画の改定概要は別紙のとおり 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年 10 月 区行動計画改定素案の作成 

     12 月 区議会へ改定素案を報告 

令和８年 １～２月 
医師会等の専門機関に意見照会（法定） 

東京都に意見照会 

     ３月 パブリックコメント 

     ４～５月 意見照会に基づく修正作業 

     ６月 区議会へ改定案を報告後、公表 
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区設置の街頭防犯カメラについて 

 

生活安全担当課 

１ 概要 

  これまで自治町会や商店会などの地域団体が設置する街頭防犯カメラは、区が設

置を支援し、地域の犯罪予防や被害の未然防止に寄与してきた。 

  一方、駅前や主要道路においては、地域団体による設置が難しいという課題があ

ることから、区が管理する街頭防犯カメラを設置し、公共的な空間の安全・安心の

実現を図る。クラウドネットワーク型の防犯カメラにすることで、迅速な事件解決

につなげるとともに、災害時の状況把握にも活用する。 

 

２ 設置予定箇所 

  令和７年度 区内鉄道駅前12駅（再開発中の京成立石駅を除く。）20箇所 

  令和８年度 主要道路（環状七号線、平和橋通り、蔵前橋通り、柴又街道、 

水戸街道等）40箇所 

   

３ 想定する活用方法及びセキュリティ対策  

（１）想定する活用方法 

  ①防犯 

    事件・事故発生時の警察からの依頼に基づく映像提供 

  ②防災 

   災害発生時の駅前や主要道路の状況把握 

（２）セキュリティ対策 

クラウドサービスについては、公的機関による認証の取得、通信経路の暗号化 

等、区が指定するセキュリティ要件を満たす事業者に限定する。 

運用に当たっては、利用端末の限定、ＩＤ・パスワードを付与する職員の限定 

などの認証管理を徹底する。 
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４ スケジュール（予定） 

  令和７年度 

令和７年９月    令和７年度第二次補正予算案計上 

    10月以降   クラウドサービス事業者、設置事業者等の決定 

11月以降  設置箇所管理者への許可申請手続 

  令和８年１月～２月 駅前20箇所設置 

             ３月 駅前20箇所運用開始 

    令和８年度 

  令和８年４月以降  設置箇所管理者への許可申請手続 

６月～９月 主要道路40箇所設置 

10月 主要道路40箇所運用開始  

 

５ 令和７年度第二次補正予算案 

（１）歳入  

東京都地域の安全確保に向けた防犯設備区市町村補助金 5,700,000円 

    （補助上限額285,000円×20箇所） 

（２）歳出（駅前等街頭防犯カメラ運用経費） 

①令和７年度第二次補正予算案措置額    20,262,000円 

（内訳）機器購入費(20台)        6,726,000円  

        設置委託費(20箇所)     12,419,000円 

         クラウド利用料(20箇所)  1,100,000円 

         電気料等経費(20台)         17,000円 

   ②債務負担行為設定 

機器購入費    令和８年度（40台） 13,104,000円 

   設置委託費    令和８年度（40箇所）18,564,000円 

クラウド利用料  令和８年度～令和14年度(60箇所) 52,459,000円 

  ③令和７年度からの合計額 

   機器購入費 令和７年度～令和８年度 合計19,830,000円 

（内訳）令和７年度(20台)   6,726,000円 

令和８年度(40台) 13,104,000円 
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設置委託費 令和７年度～令和８年度合計  30,983,000円 

（内訳）令和７年度(20箇所) 12,419,000円 

              令和８年度(40箇所)  18,564,000円 

クラウド利用料 令和７年度～令和14年度合計 53,559,000円 

（内訳）令和７年度(20箇所)  1,100,000円 

令和８年度(60箇所) 7,249,000円 

                令和９年度～令和14年度(60箇所）各年度7,535,000円 
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在宅人工呼吸器使用者に対する蓄電池等の購入助成について 

 

 地域保健課 

 

１ 概要 

難病や小児慢性特定疾病等により、人工呼吸器を使用して、在宅療養されて

いる方を対象に、「災害時個別支援計画」を作成している。 

区では、災害時個別支援計画を作成した在宅人工呼吸器使用者に対し、大規

模災害時において、電源供給の停止により生命の危険にさらされることがない

よう、令和２年度からは希望する在宅人工呼吸器使用者にカセットガス式発電

機の貸与を、令和５年度からは蓄電池及び専用バッテリーの貸与を実施してき

た。  

しかしながら、区の貸与物品では貸出しが可能な機種が限られており、在宅

人工呼吸器使用者の要望する機種への対応が難しいという状況が生じていた。

このため、貸与事業から助成事業に移行するものである。 

 

２ 事業内容 

（１）対象者 

 葛飾区災害時個別支援計画を作成した方のうち、助成を希望する方 

（２）助成対象物品 

ア 蓄電池 

イ 人工呼吸器専用外部バッテリー 

   ※ 助成予定物品については、在宅人工呼吸器使用者 1 人につきア又

はイのいずれか１台について助成をする。 

（３）予算額 

   1,664 千円 

（４）助成率・上限 

  助成率 10/10 上限 104,000 円 

（５）災害時個別支援計画作成数（令和７年７月 31 日現在） 

  37 名（保健予防課 32 名 障害福祉課 ５名） 

 

３ 申請受付期間（予定） 

 令和７年 10 月から令和８年２月末まで 
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